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資－1 
 

用  語  集 

 
  用語集における法および令とは次の法令を指します。 

法…国民保護法（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律） 

令…国民保護法施行令（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令） 
 

あ             
■安定ヨウ素剤 
原子力施設等の事故に備えて、服用
のために調合した放射能をもたな
いヨウ素をいいます。放射能による
甲状腺障害に対し、被ばくする前に
安定ヨウ素剤を服用し甲状腺をヨ
ウ素で飽和しておくと予防的効果
が期待できるといわれています。 
 
■安否情報 
避難住民及び武力攻撃災害により
死亡し又は負傷した住民（当該市町
の住民以外の者で当該市町に在る
者及び死亡した者を含む。）の安否
に関する情報→法第 94条 
 
■安否情報省令 
武力攻撃事態等における安否情報
の収集および報告の方法並びに安
否情報の紹介及び回答の手続きそ
の他の必要な事項を定める省令
（平成 17年 3月 28日総務省令第 44号） 
 
■ＬＧＷＡＮ 
総合行政ネットワーク（Local  
Government Wide Area Network ） の
略。地方公共団体を相互に接続する
行政専用のネットワークです。 
 
■ＮＢＣ（攻撃） 
「Nuclear」（核）、「Biological」（生
物）、「Chemical」（化学）の総称。 
 
■ＮＰＯ（特定非営利活動組織） 
Nonprofit Organization の略。継
続的、自発的に社会貢献活動を行
う、営利を目的としない団体の総称
です。 
 
■応急の復旧 
武力攻撃災害によって被害が生じ
た施設及び設備について、復旧には
至らないものの、その機能を暫定的
に回復するため必要な修繕等の措
置を講ずることをいいます。 
→法 139条 
 
■オフサイトセンター 
原子力緊急事態が発生した場合に、
現地において、国の原子力災害現地
対策本部や都道府県及び市町村の 

現地災害対策本部など関係機関
が、原子力災害合同対策協議会を
組織し、情報を共有しながら、連
携の取れた応急対策を講じていく
ための拠点となる「緊急事態応急
対策拠点施設」で、原子力事業所
ごとに予め指定されています。 
 

か            
■危険物質等 
引火若しくは爆発又は空気中への
飛散若しくは周辺地域への流出に
より人の生命、身体及び財産に対
する危険が生ずるおそれがある物
質（生物を含む。）で政令で定める
ものをいいます。→法 103条 

■救援物資 
救援の実施に必要な物資（医薬品、
食品、寝具その他政令で定める物
資）をいいます。 
 
■緊急対処事態 
武力攻撃の手段に準じる手段を用
いて多数の人を殺傷する行為が発
生した事態又は当該行為が発生す
る明白な危険が切迫していると認
められるに至った事態で、国家と
して緊急に対処することが必要な
ものをいいます。 
 
■緊急対処事態における災害 
武力攻撃に準ずる攻撃により直接
又は間接に生ずる人の死亡又は負
傷、火事、爆発、放射性物質の放
出その他の人的又は物的災害 
→法 183条 
 
■緊急対処保護措置 
緊急対処事態において、国民の生
命、身体及び財産を保護するため、
国、地方公共団体並びに指定公共
機関及び指定地方公共機関が行う
措置をいいます。→法 172条 
 
■緊急通報 
武力攻撃災害緊急通報。 
武力攻撃災害が発生し、又はまさ
に発生しようとしている場合にお
いて、住民の生命、身体及び財産
に対する危険が急迫しているとき
に、武力攻撃災害の現状及び予測

や、住民及び公使の団体に対して周
知させるべき事項を都道府県知事が
発令します。→法 99条 
 
■緊急物資 
避難住民等の救援に必要な物資及び
資材その他国民の保護のための措置
の実施に当たって必要な物資及び資
材をいいます。→法 79条 
 
■基本指針 
政府が、武力攻撃事態等に備えて、
国民の保護のための措置に関してあ
らかじめ定める基本的な指針のこ
と。指定行政機関及び都道府県が定
める国民保護計画並びに指定公共機
関が定める業務計画の基本となるも
のです。 
 
■緊急消防援助隊 
大規模な地震や特殊災害、武力テロ
などの広域災害に応援部隊として、
県を越えて活動できることを目的に
編成されました。隊員は全国の消防
本部のなかから登録されています。
平成 16 年 4 月には、法律に基づく
緊急消防援助隊として発足式を済ま
せ、予想される大規模災害に万全の
体制で臨んでいます。 
 
■警察官等 
警察官、海上保安官又は自衛官をい
います。→法第 63条 
 
■警察署長等 
警察署長、海上保安部長等又は出動
等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長
をいいます。→法 64条 
 
■原子力事業者 
原災法第２条により定義されている
者で、具体的には、放射性物質の取
り扱い、核燃料などの加工、原子力
発電所の運転、放射性物質の貯蔵、
再処理、廃棄などの事業を実施して
いる者です。電力会社や燃料加工業
者などが該当します。 
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 ■国際人道法 
国際人道法とは、武力紛争という極
限的な状態においても最低限守る
べき人道上のルールを定めたもの
です。国際人道法は、「戦闘で傷つ
いた兵士や敵に捕えられた捕虜、ま
た、戦闘に参加しない文民を保護す
る」、「戦闘においては敵に不必要な
苦痛を与えない」、「文民と戦闘員、
あるいは民間の施設と軍事施設と
を区別し、攻撃を軍事目標に限定す
る」といった基本的な考え方の上に
成り立っています。国際人道法で中
心的なものは 1949 年のジュネーヴ
4 条約と 2つの追加議定書です。 
 
■国民保護法 
法律の正式名称は、「武力攻撃事態
等における国民の保護のための措
置に関する法律」です。平成 16 年
6 月14 日に成立し、同年 9 月17 日
に施行されました。武力攻撃事態等
において武力攻撃から国民の生命、
身体及び財産を保護するため、国
や地方公共団体等の責務、住民の避
難に関する措置、避難住民等の救援
に関する措置、武力攻撃災害への対
処に関する措置及びその他の国民
保護措置等に関し必要な事項を定
めています。武力攻撃事態等に備え
てあらかじめ政府が定める国民の
保護に関する基本指針、地方公共団
体が作成する国民保護計画及び同
計画を審議する国民保護協議会並
びに指定公共機関及び指定地方公
共機関が作成する国民保護業務計
画などについてもこの法律におい
て規定しています。 
 
■国民保護計画 
政府が定める国民の保護に関する
基本指針に基づいて、地方公共団体
及び指定行政機関が作成する計画
です。国民の保護のための措置を行
う実施体制、住民の避難や救援など
に関する事項、平素において備えて
おくべき物資や訓練等に関する事
項などを定めます。地方公共団体の
計画の作成や変更に当たっては、関
係機関の代表者等で構成される国民
保護協議会に諮問するとともに、都
道府県と指定行政機関は内閣総理大
臣に、市町村は都道府県知事にそれ
ぞれ協議することになっています。 

■国民保護協議会 
都道府県又は市町村における国民
の保護のための措置に関する重要
事項を審議するとともに、国民保
護計画を作成するための諮問機関
となる協議会です。 
 
■国民の保護のための措置 
武力攻撃から国民の生命、身体及
び財産を保護するため、又は武力
攻撃が国民生活及び国民経済に影
響を及ぼす場合においてその影響
が最小となるようにするための措
置のことをいいます。例えば、住
民の避難、避難住民等の救援、武
力攻撃災害への対処に関する措置
等のことです。→事態対処法施行
令第２条 
 

さ            
■災害対策基本法 
国土をはじめ国民の生命、身体及
び財産を災害から保護するため、
防災に関し、国、地方公共団体及
びその他の公共機関を通じて必要
な体制を確立するとともに防災計
画など災害対策の基本を定めた法
律です。 
 
■指定行政機関 
内閣府、国家公安委員会、警察庁、
金融庁、消費者庁、総務省、消防
庁、法務省、公安調査庁、外務省、
財務省、国税庁、文部科学省、ス
ポーツ庁、文化庁、厚生労働省、
農林水産省、林野庁、水産庁、経
済産業省、資源エネルギー庁、中
小企業庁、国土交通省、国土地理
院、観光庁、気象庁、海上保安庁、
環境省、原子力規制委員会、防衛
省、防衛装備庁が指定されていま
す。→「武力攻撃事態等及び存立
危機事態における我が国の平和と
独立並びに国及び国民の安全の確
保に関する法律施行令」第１条 
 
■指定公共機関 
公共的機関及び公益的事業を営む
法人のうち、当該機関等の業務の
公益性や対処措置との関連性など
を総合的に判断して、独立行政法
人、日本銀行、日本赤十字社、日
本放送協会その他の公共的機関及
び電気、ガス、運送、通信その他
の公益的事業を営む法人が、政令
及び内閣総理大臣公示で指定され
ています。 
 

■指定地方行政機関 
武力攻撃事態等への対処のための主
体として、国の行政機関のうち必要
と考えられる地方支分部局等をいい
ます。→事態対処法施行令第２条 
 
■指定地方公共機関 
都道府県の区域において電気、ガス、
輸送、通信、医療その他の公益的事
業を営む法人、地方道路公社その他
の公共的施設を管理する法人及び地
方独立行政法人で、あらかじめ当該
法人の意見を聴いて当該都道府県の
知事が指定するものをいいます。→
法２条 
 
■自主防災組織 
大規模災害等の発生による被害を防
止し、軽減するために地域住民が連
帯し、協力し合って「自らのまちは
自ら守る」という精神により、効果
的な防災活動を実施することを目的
に結成された組織をいいます。 
 
■住民 
居住者、滞在者、通過者など、その
地域にいるすべての者を含みます。
 
■事態対処法 
武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おける我が国の平和と独立並びに国
及び国民の安全の確保に関する法律
（平成 15 年法律第 79 号）→法第１
条 
武力攻撃事態等への対処について、
基本理念、国、地方公共団体等の責
務、国民の協力その他の基本的事項
を定めることにより、武力攻撃事態
等への対処のための態勢を整備する
とともに、武力攻撃事態等への対処
に関して必要となる個別の法制の整
備に関する事項を定めるものです。
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■実費弁償 
県が実施する救援の一環として、県
の要請や指示に従って医療を行っ
た医療関係者に対して、県の職務を
執行するに要する費用を償うこと
又は償うために支払われる金銭を
いいます。→法 159 条 
 
■収容施設 
避難等により本来の住居において
起居することができなくなった避
難住民等の一時的な居住の安定等
を図るために知事等が供与しなけ
ればならない公民館や体育館など
の避難所や応急仮設住宅等の施設
をいいます。→法 75条 
 
■出動等を命ぜられた自衛隊の部
隊等 
自衛隊法第 76条第１項、第 78条第
１項若しくは第 81 条第２項の規定
により出動を命ぜられた自衛隊の
部隊等のうち国民の保護のための
措置の実施を命ぜられた自衛隊の
部隊等若しくは同法第 77 条の４第
１項の規定により派遣を命ぜられ
た自衛隊の部隊等をいいます。→法
63条 
 
■消防吏員等 
消防吏員、警察官若しくは海上保安
官をいいます。→法 98条 
 
■生活関連等施設 
発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施
設など国民生活に関連のある施設
で、その安全を確保しなければ国民
生活に著しい支障を及ぼすおそれ
があると認められる施設又はその
安全を確保しなければ周辺地域に
著しい被害を生じさせるおそれが
あると認められる施設をいいます。 
 
■損害補償 
国民が国や地方公共団体からの要
請を受けて、国民保護措置の実施に
協力したことにより死亡、負傷等を
した場合に、その損害を補償するこ
とをいいます。→法 160 条 
 
■損失補償 
武力攻撃事態等において、国、地方
公共団体が法律の規定に基づき収
用その他の処分を行われたことで
生じた財産上の損害に対して、通常
生ずべき損失を補償することをい
います。→法第 159 条 

た            
■ダーティボム 
放射性物質を散布することによ
り、放射能汚染を引き起こすこと
を意図した爆弾です。 
 
■対処基本方針 
武力攻撃事態等に至ったときに政
府がその対処に関して定める基本
的な方針のことをいいます。→事
態対処法第９条 
 
■対処措置 
対処基本方針が定められてから廃
止されるまでの間に指定行政機
関、地方公共団体又は指定公共機
関が法律の規定に基づいて実施す
る措置のことで、武力攻撃を排除
するために必要な自衛隊が実施す
る侵害排除活動及び国民の保護の
ための措置などがあります。→事
態対処法第２条 
 
■退避 
目前の危険を一時的に避けるため
武力攻撃災害の及ばない地域又は
場所（屋内を含む。）に逃れるこ
とをいいます。→法 112条 
 
■多数の者が利用する施設 
学校、病院、駅のほか、大規模集
客施設などが該当します。→法 48
条 
 
■特定物資 
救援物資であって生産、集荷、販
売、配給、保管又は輸送を業とす
る者が取り扱うものをいいます。
→法 81条 
 
■同報系防災行政無線 
屋外拡声器や戸別受信機を介し
て、市町村役場から住民等に対し
て直接・同時に防災情報や行政情
報を伝えるシステムです。 
屋外拡声器は、集落の中心や避難
場所等に設置され、屋外にいる屋
外にいる住民等に向けて拡声スピ
ーカーから防災情報等が流され
る。また、携帯ラジオ型の戸別受
信機は、各家庭や集会所等に設置
されるもので、屋外拡声器を補完
する役割を担っています。 
 
 

■トリアージ 
災害発生時、多数の傷病者が発生し
た場合、現場の医師などによる傷病
者の症状の重傷度や緊急度を判定、
軽症(緑)･中等症(黄)･重症(赤)･死
亡(黒)に色分けしたタッグを付け、
適切な搬送･治療を行います。医療救
護所などでは、トリアージタッグに
基づき、必要な搬送や応急措置を行
います。 
 
は             
■被災者 
武力攻撃災害による被災者をいいま
す。→法 74条 
 
■非常通信協議会 
電波法に基づき総務大臣の下部機関
として、地震、台風、洪水、雪害、
火災、暴動その他の非常事態が発生
した場合に、人命救助、災害の救援、
交通通信の確保又は秩序の維持のた
めに必要な非常通信の円滑な運用を
行います。 
 
■避難先地域 
住民の避難先となる地域（住民の避
難の経路となる地域を含む。）をいう。
→法 52条 
 
■避難施設 
避難する住民を受け入れたり、収容
施設の供与・炊き出し等など住民の
避難及び避難住民等の救援を行う施
設のこと。武力攻撃事態等において
住民の避難及び避難住民等の救援を
的確かつ迅速に実施するために、法
に基づき知事があらかじめ指定をし
ます。→法 148条 
 
■避難所 
避難先地域において、避難住民等を
受け入れる避難施設 
 
■避難住民等 
避難の指示を受けて避難した者（自
主的に避難した者を含む。）及び武力
攻撃災害による被災者をいいます。
→法第 75条 
 
■避難実施要領 
避難の指示を受けた市町村長が、あ
らかじめ国民の保護に関する計画に
定めている事項や関係機関の意見聴
取等によりって、避難の経路、避難
の手段その他避難の方法などに関し
て定める要領をいいます。→法 61条
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■武力攻撃 
我が国に対する外部からの武力攻
撃をいいます。→事態対処法第２条 
 
■武力攻撃災害の復旧 
武力攻撃により被害が生じた施設
を被害が生ずる前の状態に完全に
復するための事業をいいます。→法
141条 
 
■武力攻撃事態 
武力攻撃が発生した事態又は武力
攻撃が発生する明白な危険が切迫
していると認められるに至った事
態をいいます。→事態対処法第２条  
 
■武力攻撃事態等 
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事
態をいいます。→事態対処法第１条  
 
■武力攻撃予測事態 
武力攻撃事態には至っていないが、
事態が緊迫し、武力攻撃が予測され
るに至った事態をいいます。なお、
事態対処法において、武力攻撃事態
と武力攻撃予測事態をあわせて「武
力攻撃事態等」と定義しています。 
 
■武力攻撃原子力災害 
武力攻撃に伴って原子力事業所外
へ放出される放射性物質又は放射
線による被害をいいます。→法 105
条 
 
■武力攻撃災害への対処に関する
措置 
武力攻撃災害を防除し、及び軽減す
る措置その他武力攻撃災害による
被害が最小となるようにするため
に実施する措置をいいます。→法97  
条 
 
■武力攻撃災害 
武力攻撃により直接又は間接に生
ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、
放射性物質の放出その他の人的又は
物的災害をいいます。→法 2条 

 

 

■防災行政無線 
「地域防災計画」に基づき、それ
ぞれの地域における防災、応急救
助、災害復旧に関する業務に使用
することを主な目的として、併せ
て、平常時には一般行政事務に使
用できる無線局です。 
県の防災行政無線は、固定系と衛
星系の併用により県出先機関や市
町村との無線網を構成していま
す。平常時は一般行政事務用とし
て使用され、災害時には県庁から
通信統制を行うことにより、県内
の市町村等に一斉に緊急通報を伝
達したり、災害現場の状況をいち
早く把握する等、災害対策に大き
く貢献しています。 
市町村の防災行政無線は、「同報通
信用（同報系防災行政無線）」と「移
動通信用（移動系防災行政無線）」
の 2 種類に大別されます。 
 
ま            
■モニタリングポスト 
原子力施設周辺の放射線を監視す
るため、気象条件、人口密度など
を考慮して周辺監視区域境界付近
に設置され環境放射線を連続して
測定する設備のことをいいます。
 
や            
■要避難地域 
住民の避難が必要な地域をいいま
す。→法 52条 
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○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法） 関係条項抜粋 

(目的) 

第一条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力

攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項

に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措

置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等における

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態

対処法」という。)と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指

定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、そ

れぞれ事態対処法第一条、第二条第一号から第六号まで(第三号を除く。)、第九条第一項、第十条第一項及

び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。 

２ この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療そ

の他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方

道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十

五年法律第百十八号)第二条第一項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当

該都道府県の知事が指定するものをいう。 

３ この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間

に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施

する事態対処法第二十二条第一号に掲げる措置(同号ヘに掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止され

た後これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。 

４ この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、

爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。 

(国、地方公共団体等の責務) 

第三条 国は、国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ、国民の保護のための措置

の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、武力攻撃事態等においては、その組織及び機能のすべてを

挙げて自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施す

る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に支援し、並びに国民の保護のための措置に関し国費による適切

な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき、

武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体

の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する。 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等においては、この法律で定めるところにより、そ

の業務について、国民の保護のための措置を実施する責務を有する。 

４ 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置を実施するに当

たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。 

(市町村の実施する国民の保護のための措置) 

第十六条 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十五条

第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に

掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。 

一 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置 

二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 

資料 ２ 
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三 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に

関する措置 

四 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置 

五 武力攻撃災害の復旧に関する措置 

２ 市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前

項の市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る国

民の保護のための措置を実施しなければならない。 

３ 市町村の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、市町村の長その他の執行機関(以下

「市町村長等」という。)が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。 

４ 第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的

確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その所掌事務に係る国民の

保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。 

５ 第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的

確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第十一条第四項の規定

による要請を行うよう求めることができる。 

（都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置及び所掌事務）  

第二十七条 第二十五条第二項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第三十四

条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第三十五条第一項の規定による市町村の国

民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、都道府県国民保護対策本部（以下「都道府県対策本

部」という。）及び市町村国民保護対策本部（以下「市町村対策本部」という。）を設置しなければならない。  

２ 都道府県対策本部は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公共機関及び指定地方

公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつ

かさどる。  

３ 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推

進に関する事務をつかさどる。  

（都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織）  

第二十八条 都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長（以下「都道府県対

策本部長」という。）又は市町村国民保護対策本部長（以下「市町村対策本部長」という。）とし、それぞれ

都道府県知事又は市町村長をもって充てる。  

２、３ （都道府県対策本部関連:省略） 

４ 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。  

一 副市町村長  

二 市町村教育委員会の教育長  

三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員 

（消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長）  

四 前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者  

５ 市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。  

６ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県 

又は市町村の職員以外の者を都道府県対策本部又は市町村対策本部の会議に出席させることができる。  

７ 防衛大臣は、都道府県対策本部長の求めがあった場合において、国民の保護のための措置の実施に関し連 

絡調整を行う必要があると認めるときは、その指定する職員を都道府県対策本部の会議に出席させるものと 

する。  

８ 都道府県知事又は市町村長は、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画又は第 

三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県対策本部又 

は市町村対策本部に、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって当該都道府県対策本部又は市町 

村対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。 
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第三十一条 第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必

要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。  

（都道府県の国民の保護に関する計画）  

第三十四条 都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。  

２ 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。  

一 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項  

二 都道府県が実施する第十一条第一項及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する事項  

三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項  

四 次条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画及び第三十六条第二項の規定による指定地 

方公共機関の国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項  

五 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項  

六 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項  

七 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し都道府県知事が 

必要と認める事項  

３ 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する 

計画及び他の都道府県の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。  

４ 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の都道府県と関係がある事項 

を定めるときは、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。  

５ 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣 

総理大臣に協議しなければならない。  

６ 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並び 

に当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係指定地方公共機関に通知するとともに、公表しなければなら 

ない。  

７ 前条第六項の規定は、都道府県知事がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。  

８ 第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第五 

項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。  

 (市町村の国民の保護に関する計画) 

第三十五条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しな

ければならない。 

２ 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 

一 当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項 

二 市町村が実施する第十六条第一項及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する事項 

三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項 

四 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 

五 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項 

六 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し市町村長が必要と

認める事項 

３ 市町村長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画、

都道府県の国民の保護に関する計画及び他の市町村の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよ

う努めなければならない。 

４ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の市町村と関係がある事項を定め

るときは、当該市町村の長の意見を聴かなければならない。 

５ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなけれ

ばならない。 

６ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、

公表しなければならない。 

７ 第三十三条第六項の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。 
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８ 第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第五

項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 

 (市町村協議会の設置及び所掌事務) 

第三十九条 市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の

保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及

び次条において「市町村協議会」という。)を置く。 

２ 市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議す 

ること。 

二 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。 

３ 市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更する

ときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

４ 第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。 

(市町村協議会の組織) 

第四十条 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市町村長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。 

一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 

二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。) 

三 当該市町村の属する都道府県の職員 

四 当該市町村の助役 

五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員

(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長) 

六 当該市町村の職員 (前二号に掲げる者を除く。)  

七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 

八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 

５ 第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。 

６ 市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

７ 第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第七項中「当該

都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市町村

の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるもの

とする。 

８ 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 
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○国民の保護に関する基本指針（概要） 

 
はじめに 

我が国に対する外部からの武力攻撃に対処するための基本的事項を定めた事態対処法が平成１５年６月に

成立し、これを受けて、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために必 

要な事項を定めた国民保護法が平成１６年６月に成立した。一方、我が国に直接脅威が及ぶことを防止・排除 

すること及び国際的な安全保障環境を改善して我が国に脅威が及ばないようにすることを我が国の安全保障

の目標として掲げた「防衛計画の大綱」が平成１６年１２月に閣議決定された。このような背景を踏まえ、国 

民保護法第３２条の規定に基づき基本指針を定める。 

 

第１章 国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針 

国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民保護法その他の法令、基本指針並びに 

国民保護計画及び国民保護業務計画に基づき、次の点に留意しつつ、万全の国民保護措置を的確かつ迅速に実 

施 

① 基本的人権を尊重し、国民の自由と権利への制限は、必要最小限のものとし、公正かつ適正な手続の下に 

実施  

② 国民の権利、利益の迅速な救済が可能となるよう、その手続に係る処理体制の確保及び文書の適切な管理 

を実施  

③ 武力攻撃等の状況等について、正確な情報を適時適切に国民に提供 

④ 国、地方公共団体、指定公共機関等関係機関相互の連携協力体制の確保、自衛隊の部隊等による国民保護 

 等派遣の要請など地方公共団体と防衛省･自衛隊との連携 

⑤ 啓発の実施、消防団及び自主防災組織の充実活性化、ボランティアへの支援を通じた国民の協力 

⑥ 日本赤十字社の自主性を尊重、放送事業者の言論その他表現の自由に特に配慮、指定公共機関及び指定地 

 方公共機関の自主性を尊重 

⑦ 警報の伝達、避難誘導、救援等については、高齢者、障害者等特に配慮を要する者の保護について留意。 

 外国人の安否情報の収集等については、国際人道法の的確な実施を確保 

⑧ 国民保護措置を実施する者、運送事業者、医療関係者、生活関連等施設の管理者及び従事者等並びに国民 

 保護措置の実施に協力する者等の安全の確保に十分配慮 

⑨ 内閣総理大臣が避難の指示等の指示を行ってもなお関係都道府県知事が所要の措置を行うことができな

いとき等の内閣総理大臣の是正措置 

 

第２章 武力攻撃事態の想定に関する事項 

武力攻撃事態の想定については一概に言えないが、次の４類型を想定。これらの事態は複合して起こること 

が想定されるが、それぞれの類型に応じその特徴等を整理 

① 着上陸侵攻 

・事前の準備が可能であり、戦闘予想地域からの先行避難が必要 

・一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲に渡ることを想定 

② ゲリラや特殊部隊による攻撃 

・事前にその活動を予測・察知することが困難で、突発的に被害が生じることを想定 

・攻撃当初は屋内に一時避難させ、関係機関が安全措置を講じつつ避難を実施 

③ 弾道ミサイル攻撃 

・発射された段階での攻撃目標の特定は極めて困難。発射後極めて短時間で着弾 

・迅速な情報伝達等による被害の局限化が重要。屋内への避難が中心 

④ 航空攻撃 

・航空機による爆撃であり、攻撃目標の特定が困難なため屋内への避難等を広範囲に指示することが必要 

 

第３章 実施体制の確立 

(1) 国、地方公共団体及び指定公共機関等は、各部局の事務分担、職員の配置等を国民保護計画等で定め 
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 るなど、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための体制を整備。国及び地方公共団体は、研修制度 

の充実など人材育成に努めること 

地方公共団体は、防災に関する体制を活用しつつ、国民保護措置を実施する体制を整備。特に都道府 

県においては、防災体制と併せて担当職員による当直等２４時間即応可能な体制の確保に努めること。 

また、市町村においては、常備消防体制との連携を図りつつ当直等の強化に努めること 

(2) 国の対策本部と地方公共団体の対策本部等が連携して、万全の国民保護措置を実施内閣総理大臣は、 

特定の地域における対策が必要であると認めるときは、現地対策本部を設置。現地対策本部は、都道府 

県対策本部との連絡調整を一元的に実施 

 

第４章 国民の保護のための措置に関する事項 

１ 住民の避難に関する措置 

(1)  警報は、武力攻撃事態等の現状及び予測、武力攻撃が迫っている地域等を、可能な限りわかりやすく 

簡潔な表現で文書をもって発令 

警報の通知は、防災行政無線を中心に、総合行政ネットワーク等の公共ネットワーク、地域衛星通信 

ネットワーク等を活用。警報の伝達に際しては、武力攻撃が迫り、又は現に発生したと認められる地域 

に原則としてサイレンを使用して警報を広く周知 

市町村は、自主防災組織や町内会等の自発的な協力を得るなどして、各世帯等に警報を伝達。この場 

合、高齢者、障害者等に対する伝達にも配慮すること 

放送事業者である指定公共機関等は、警報の内容を速やかに放送 

(2)  対策本部長は、事態の状況等を総合的に勘案し、特定の地域の住民の避難が必要と判断した場合には、 

関係都道府県知事に対して避難措置を指示 

対策本部長は、都道府県の区域を越える避難措置の指示を行う場合には、関係都道府県から意見を聴取 

し、国の方針として具体的な要避難地域等について避難措置を指示 

(3)  避難に当たって配慮すべき事項は、次のとおり 

・大都市の住民の避難については、多数の住民を遠方に短期間で避難させることは極めて困難であるこ 

とから、都道府県知事は、十分な避難施設の把握及び指定に努め、対策本部長は、直ちに近傍の屋内施 

設に避難するよう指示することを基本とし、その後の事態の推移に応じて適切に指示 

・離島の住民の避難については、国土交通省は、地方公共団体による運送の求めが円滑に行われるよう、 

航空機等の使用状況を調査し、必要な支援を実施 

・原子力事業所周辺地域における住民の避難については、対策本部長が、事態の推移に応じて、適切に避 

難措置を指示 

・自衛隊施設、米軍施設等の周辺地域における住民の避難については、国及び地方公共団体は、避難施設、 

避難経路及び運送手段の確保に当たって、平素から密接な連携を図るとともに、武力攻撃事態等において 

地方公共団体が住民の避難に関する措置を円滑に講ずることができるよう国は必要な調整を実施 

・半島･中山間地域や原子力事業所近接地域等においては、避難の指示を行うに当たり、都道府県知事は、 

地域の交通事情等を勘案した上で、自家用車等を交通手段として示すことができること 

・弾道ミサイル攻撃など武力攻撃事態の類型に応じて、避難に当たって国民が留意しておくべき事項を整 

理し、地方公共団体の協力を得つつ、国民に周知 

・ＮＢＣ攻撃の際に避難住民を誘導する場合は、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力抑えるた 

め帽子、マスク等を着用させること。核攻撃等の場合には、放射性ヨウ素による体内汚染が予想されると 

きは、安定ヨウ素剤の服用をすること等を指示、生物剤又は化学剤による攻撃の場合には、武力攻撃が行 

われた場所等から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部屋等に避難するよう指示 

(4)  避難措置の指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して、要避難地域の住民に対して直ちに避 

難を指示。この場合、地理的特性等を踏まえ、国道・都道府県道等の主要な避難経路、電車・バス等の 

交通手段等を示すこと。地方公共団体は、避難住民の運送のための手段を確保できるよう運送事業者で 

ある指定公共機関等と緊密に連絡 

市町村長は、市町村防災行政無線､広報車等を活用し、避難の指示の住民への伝達に努めること 

放送事業者である指定公共機関等は、速やかに避難の指示の内容について正確かつ簡潔に放送 

(5)  市町村長は、避難の指示があったときは、国民保護計画やあらかじめ作成した避難実施要領のパター 

ン等に基づいた避難実施要領を策定し、避難住民を誘導 

市町村長は、高齢者、障害者等の避難を適切に行うため、これらの者が滞在する施設の管理者に対し 
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て、火災や地震等への対応に準じて、避難誘導を適切に実施するため必要となる措置を要請 

市町村の職員･消防機関のみでは十分な対応が困難であると認める場合は、警察官、海上保安官又は自 

衛官による避難住民の誘導を要請 

 ２ 避難住民等の救援に関する措置 

(1)  対策本部長の避難住民等の救援の指示を受けた都道府県知事は、収容施設の供与、食品の給与、生活 

必需品の給与等の必要と認める救援を実施。事態に照らし緊急を要する場合は、指示を待たずに救援を 

実施。この場合、高齢者、障害者等への適切な救援に配慮 

(2)  都道府県は、避難所を開設し、避難住民等の健康状態や生活環境、プライバシーの確保等に配慮し、 

適切に運営管理 

食品、飲料水、寝具等については、災害時における調達方法を参考に、あらかじめ供給・調達体制の 

整備に努めること 

国は、必要に応じ、又は関係都道府県知事からの支援の求めに基づき、医薬品、食品、生活必需品、 

燃料等の供給を行うほか、関係業界団体の協力を得る等により、その供給を確保。特に、離島地域にお 

ける食品、生活必需品等の供給確保に国は特段の配慮をすること 

関係都道府県は、大規模な武力攻撃災害の発生により多数の傷病者が発生している場合等においては、 

必要に応じ、臨時の医療施設を開設するとともに、救護班を編成し、派遣を実施。厚生労働省等は、必 

要に応じ、医師を確保し救護班を編成。防衛省は、関係都道府県知事の要請又は対策本部長の求めに応  

じ、衛生部隊を派遣 

(3)  国、都道府県等は、武力攻撃災害が発生した場合、あらかじめＮＢＣ攻撃も想定しつつ備蓄した医薬 

品医療資機材等を活用 

(4)  ＮＢＣ攻撃による災害の場合の医療については、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、救急医療チー 

ムの派遣、医薬品･医療機器等の提供等の必要な医療活動について、都道府県の協力も得つつ、適切に 

実施。生物剤による攻撃の場合には、医療関係者に対してワクチン接種などの所要の防護措置を講じ、 

治療及びまん延防止に努めること。化学剤による攻撃の場合には、可能な限り早期に患者を除染するな 

どの措置を実施 

(5)  安否情報の収集及び提供に当たっては、個人情報の保護及び報道の自由に配慮すること 

地方公共団体の長は、避難住民や入院患者等の安否情報を収集整理。その他の執行機関は、地方公共団 

体の長が行う安否情報の収集に協力 

総務大臣又は地方公共団体の長は、安否情報について照会があったときは、当該照会が不当な目的に 

よるものと認めるとき等を除き、安否情報を提供 

指定行政機関、指定公共機関等その他の関係機関は、地方公共団体の長が行う安否情報の収集に協力 

するよう努めること。総務大臣及び地方公共団体の長は、日本赤十字社が行う外国人の安否情報の収集 

整理に協力 

 ３ 武力攻撃災害への対処に関する措置 

(1)  国は、自ら必要な措置を講ずるほか、対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県知事 

に対し、武力攻撃災害への対処に関する措置の実施について、その方針を示した上で、直ちに指示 

都道府県知事は、自ら武力攻撃災害を防除及び軽減することが困難であると認めるときは、対策本部 

長に対し、消防、警察、海上保安庁、自衛隊等の専門の部隊の派遣等必要な措置の実施を要請 

(2)  都道府県知事は、住民の危険防止のため緊急の必要があると認めるときは、速やかに緊急通報を発令 

し、必要に応じ、退避の指示、警戒区域の設定等の措置を実施 

放送事業者である指定公共機関等は、緊急通報の内容を速やかに放送 

(3)  生活関連等施設の所管省庁及び都道府県は、その所管する生活関連等施設又はその区域内に所在する 

生活関連等施設をあらかじめ把握 

生活関連等施設の所管省庁は、消防庁、警察庁及び海上保安庁と連絡をとりつつ、その所管する施設 

の種類ごとに、施設の特性に応じた安全確保の留意点を定めること 

内閣総理大臣は、生活関連等施設及びその周辺地域の安全確保のため必要があると認めるときは、対 

処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、警備の強化、周辺住民の避難等の措置を実施 

都道府県知事は、武力攻撃事態等においては、生活関連等施設のうちその安全を確保しなければ周辺 

の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設（ダム、原子力事業所、大規模な危険 

物質等取扱所）について、速やかに立入制限区域の指定を行うよう都道府県公安委員会等に要請 
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(4) 原子力事業所については､生活関連等施設としての安全確保措置を講ずるほか、次の点に留意 

・内閣総理大臣は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報がなされた場合には、安全の確 

保に留意しつつ、直ちに現地対策本部を設置。現地対策本部は、原則としてオフサイトセンターに設置。 

現地対策本部は、地方公共団体とともに、武力攻撃原子力災害合同対策協議会を組織。協議会は、現地 

対策本部長が主導的に運営 

・武力攻撃事態等において、原子力事業者は、直ちに原子炉の運転停止に向けて必要な措置を実施。警 

報発令対象地域において、経済産業大臣は、直ちに原子炉の運転停止を命令。地域を定めず警報が発令 

された場合は、経済産業大臣は、脅威の程度、内容等を判断し、必要と認める原子炉の運転停止を命令。 

原子力事業者は、特に緊急を要する場合は、自らの判断により原子炉の運転を停止。 

原子炉の運転停止の際は、国及び原子力事業者は、電力供給の確保等に必要な措置を実施 

  (5)  ＮＢＣ攻撃による災害が発生した場合、内閣総理大臣は、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し 

て、迅速な情報収集、被災者の救助、迅速な原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定、除染の実施等汚 

染の拡大の防止のために必要な措置を実施。緊急の必要があると認めるときは、関係都道府県知事に協 

力を要請 

内閣総理大臣の指揮及び都道府県知事からの協力要請等により、消防機関、都道府県警察、海上保安 

庁及び自衛隊は、対処のために必要な措置を実施。この際、防護服の着用など所要の安全を図るための 

措置を講じた上で対処を実施。 

生物剤による攻撃の場合にはワクチン接種等の防護措置を講じた上で対処措置を実施。 

パニック防止のため災害の状況等を広報。生物剤による攻撃の場合には、ワクチン接種に関する情報等 

を広報し、厚生労働大臣は、必要に応じて、都道府県知事に予防接種を指示 

都道府県知事は、建物への立入制限、交通の制限等の措置を講じようとするときは、関係都道府県知 

事関係都道府県警察等の関係機関と連絡調整 

厚生労働大臣又は都道府県知事は、ＮＢＣ攻撃により、生活用水が汚染された場合は、必要に応じ、 

その水の管理者に対し、給水制限等の措置を講ずるよう命令 

(6)  消防庁長官は、武力攻撃災害防御のため、消火活動及び救助・救急活動を的確かつ迅速に講じられる 

ようにするため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、消火活動及び救助・ 

救急活動について指示 

厚生労働省は、武力攻撃事態等において生物剤を用いた攻撃等により感染症が発生し、又は発生する 

おそれがあるときは、必要に応じ、当該感染症を指定感染症として指定し、感染症法上の措置を実施環

境省は、大規模な武力攻撃災害に伴って大量の瓦礫等の廃棄物が発生した場合等には、廃棄物処理の特

例を定め、廃棄物を迅速に処理 

文化庁長官は、重要文化財等の被害を防止するため特に必要があると認めるときは、所有者等に対し、 

所在場所の変更等の措置を命令又は勧告するとともに、所有者等が支援を求めた場合は必要な支援を実 

施 

 ４ 国民の保護のための措置全般についての留意事項 

(1)  電気通信事業者は、国、地方公共団体及び指定公共機関等の国民保護措置の実施に係る関係機関の重 

要通信を優先的に確保 

(2)  国及び地方公共団体は、安全性を考慮しつつ、運送事業者である指定公共機関等と協議の上、避難住 

民・緊急物資の運送を実施する体制の整備に努めること 

(3)  都道府県警察は、武力攻撃事態等において避難住民の運送、緊急物資の運送等のルートを確保するた 

め、一般車両の通行禁止等の交通規制を実施 

(4)  関係地方公共団体は、関係機関等の協力を得ながら、国民、企業等からの救援物資の受入・配送体制 

の整備に努めること 

(5)  国は、赤十字標章等及び特殊標章等の交付等に関する基準、手続等を定め、これに基づき、指定行政

機関の長等許可権者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して必要な要綱を作成  

５ 国民生活の安定に関する措置 

(1)  国及び地方公共団体等は、国民生活の安定のため、生活関連物資等の価格の安定、金銭債務の支払猶 

予、通貨及び金融の安定、教育の確保、雇用の維持等に必要な措置を実施 
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(2)  地方公共団体等は、水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を、指定公共機関等は、それぞ 

れ電気･ガスを安定的かつ適切に供給するために必要な措置、旅客及び貨物を適切に運送するために必要 

な措置、臨時回線の設定等通信を確保するために必要な措置、郵便及び信書便を確保するために必要な 

措置等を実施 

(3)  国、地方公共団体及び指定公共機関等は、安全の確保に配慮した上で、それぞれの所管する施設及び 

設備について応急復旧を実施 

６ 武力攻撃災害の復旧に関する措置 

国は、武力攻撃災害による被災の状況等を勘案しつつ、迅速な復旧に向けて必要な措置を実施。また、武 

力攻撃災害の復旧に関する措置に係る財政上の措置について、政府は、速やかに法整備のための所要の措置 

を実施 

７ 訓練及び備蓄 

(1)  国及び地方公共団体は、実践的な訓練と訓練後の評価の実施に努めること。指定公共機関等は、自主 

的に国民保護訓練を実施するとともに、国又は地方公共団体が実施する訓練へ参加するよう努めること。 

また、防災訓練との有機的な連携に配慮 

(2)  国、地方公共団体及び指定公共機関等は、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に 

兼ねることができるよう、防災のための備蓄の品目、備蓄量、物資･資材の供給要請先等の確実な把握等 

に努めること 

国は、ＮＢＣ攻撃による武力攻撃災害への対処のため特別に必要となる化学防護服、特殊な薬品等の 

物資･資材の整備又は調達体制の整備等に努めること 

地方公共団体は、防災のための備蓄物資･資材を活用できるようにするとともに、武力攻撃事態等にお 

いて特に必要となる物資･資材を備蓄し、又は調達体制を整備 

 

第５章 緊急対処事態への対処 

(1)  武力攻撃に準ずるテロ等の事態においても武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置を実施 

するため、このような事態を緊急対処事態とし、緊急対処保護措置を実施。緊急対処事態としては、次 

の事態を想定 

① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

（原子力事業所等の破壊、石油コンビナートの爆破等） 

② 多数の人が集合する施設及び大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

（ターミナル駅や列車の爆破等） 

③ 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

（炭疽菌やサリンの大量散布等） 

④ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

（航空機による自爆テロ等） 

(2)  国は、緊急対処事態対策本部が設置されたときは、地方公共団体及び指定公共機関等と連携協力して、 

緊急対処事態対策本部を中心に万全の緊急対処保護措置を実施 

内閣総理大臣は、特定地域において現地対策本部を設置する必要があると認めるときは、現地対策本 

部を設置。現地対策本部は、都道府県対策本部との連絡調整を一元的に実施 

(3)  緊急対処保護措置については、基本指針第１章から第４章までに定める基本的な方針等及び国民保護 

措置等について準じた措置を実施 

ただし、緊急対処事態における警報の通知･伝達の範囲については、対策本部長が緊急対処事態にお 

ける攻撃の被害又は影響が及ぶ範囲を勘案して決定 

 

第６章 国民の保護に関する計画等の作成手続 

国民保護計画及び国民保護業務計画の作成・変更に当たっては、広く関係者の意見を求めるよう努めるこ 

と。指定公共機関等は､業務に従事する者等の意見を聴く機会の確保に配慮 
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○大村市国民保護協議会条例 

平成１８年３月２２日 

条例第２号 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成

１６年法律第１１２号)第４０条第８項の規定に基づき、大村市国民保護協議会(以下「協

議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(委員及び専門委員) 

第２条 協議会の委員の定数は、４５人以内とする。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(会長の職務代理) 

第３条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

(会議) 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

(幹事) 

第５条 協議会に、幹事４５人以内を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから委員が推薦し、市長が任命する。 

３ 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

(部会) 

第６条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する

者が、その職務を代理する。 

(雑則) 

第７条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮

って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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大村市国民保護協議会委員名簿 
定数 45 人以内 

武力攻撃事態等における国民の保護のための 

措置に関する法律第 40 条第 8 項 

大村市国民保護協議会条例第２条 

平成 30 年 7 月 1 日現在 

連番 氏名 任期 選出先等 備     考  

 

 
園田 裕史 

当該機関に

ある期間 
会長 大村市長 

１ 秋山 郁男 〃 行政機関職員 長崎森林管理署長 

２ 山口 克哉 〃 〃 九州農政局長崎県拠点総括農政推進官 

３ 下川 茂己 〃 〃 大阪航空局長崎空港事務所総務課長 

４ 加藤 和伸 〃 自衛隊 海上自衛隊大村航空基地隊司令 

５ 大町 祐介 〃 〃 陸上自衛隊第 16 普通科連隊第 4 中隊長 

６ 嶋田 孝弘 〃 長崎県職員 長崎県県央振興局長 

７ 藤田 利枝 〃 〃 長崎県県央保健所長 

８ 吉永  靖  〃 〃 大村警察署長 

９ 吉野  哲  〃 市副市長 大村市副市長 

10 遠藤 雅己 〃  行政機関職員 教育長 

11 田中 博文 〃  〃 総務部長 

12 高濵 広司 〃 〃 市民環境部長 

13 大槻  隆  〃 〃 福祉保健部長 

14 髙取 和也 〃 〃 産業振興部長 

15 増田 正治 〃 〃 都市整備部長 

16 朝長  定  〃 〃 上下水道事業管理者 

17 田方  章  〃 消防 大村消防署長 

18 田中 芳幸 〃 〃 大村市消防団長 

19 瀧田 治夫 〃 公共機関 九州電力(株)大村配電事業所長 

20 伊藤 謙三 〃 〃 長崎県交通局大村営業所長 

21 内藤 修一 〃 〃 
(株 )ＮＴＴフィールドテクノ 

九州支店長崎営業所長 

22 橋口  隆  〃 〃 (一社)大村市医師会理事 

23 梅澤 成朗 〃 〃 九州ガス(株)大村支店長 

24 中村 人久 〃 〃 (一社)長崎県建設業協会大村支部副支部長 

25 村里 宏治 〃 〃 (公社)長崎県トラック協会大村支部長 

26 小出  進  〃 〃 日本放送協会長崎放送局放送部長 

27 塚田 恵子 〃 〃 長崎放送(株)報道制作局長 

28 甲斐 伸高 〃 〃 (一社)長崎県 LP ｶﾞｽ協会大村支部支部長

29 中尾 和広 〃 〃 
西日本高速道路㈱九州支社長崎高速道路

事務所長 

30 山口 洋一 〃 関係団体等 長崎県央農業協同組合大村中央支店長 

31 吉村 健一 〃 〃 長崎県南部森林組合大村支所長 

32 瀬﨑 隆治 〃 〃 大村湾東部漁業協同組合代表理事組合長

33 髙瀬 英三  〃  おおむらケーブルテレビ(株)常務取締役

34 川添友紀子 〃 〃 (株 )ＦＭおおむら代表取締役 

35 松尾 祥秀 〃 〃 大村市町内会長会連合会長 

36 田川美智代 〃 〃 大村市連合婦人会長 

37 柿田 京子 〃 〃 介護老人保健施設うぐいすの丘副施設長

38 中村 鷹春 〃 学識経験者  

39 西  すみ子 〃 〃  
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○大村市国民保護対策本部及び大村市緊急対処事態対策本部条例  
平成１８年３月２２日 

条例第１号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成

１６年法律第１１２号。以下「法」 という。) 第３１条及び法第１８３条において準用

する法第３１条の規定に基づき、大村市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」と

いう。) 及び大村市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括

する。 

２ 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故が

あるときは、その職務を代理する。 

３ 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本

部の事務に従事する。 

４ 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができ

る。 

５ 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。 

(会議) 

第３条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必

要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下この条において「会議」という。) を招集する。 

２ 本部長は、法第２８条第６項の規定により国の職員その他市の職員以外の者を会議に出

席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

(部 ) 

第４条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

(現地対策本部) 

第５条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他

の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充

てる。 

２ 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。 

(雑則) 

第６条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定め

る。 

(準用) 

第７条 第２条から前条までの規定は、大村市緊急対処事態対策本部について準用する。こ

の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第２条第１項 国民保護対策本部長 緊急対処事態対策本部長 

第２条第２項 国民保護対策副本部長 緊急対処事態対策副本部長 

第２条第３項 国民保護対策本部員 緊急対処事態対策本部員 

第３条第２項 法第２８条第６項 
法第１８３条において準用する法第２８条

第６項 

第５条第１項 

国民保護現地対策本部 緊急対処事態現地対策本部 

国民保護現地対策本部長 緊急対処事態現地対策本部長 

国民保護現地対策本部員 緊急対処事態現地対策本部員 

第５条第２項 
国民保護現地対策本部長 緊急対処事態現地対策本部長 

国民保護現地対策本部 緊急対処事態現地対策本部 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

資料 ５ 
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○安否情報省令  
  

「武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必

要な事項を定める省令」  

（平成１７年３月２８日総務省令第４４号） 

最終改正：平成１８年３月３１日総務省令第５０号  

  

（安否情報の収集方法）  

第１条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号。以下

「法」という。）第９４条第１項及び第２項（法第１８３条において準用する場合を含む。）の規定による安

否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民については様式第１号を、武力攻撃災害に

より死亡した住民については様式第２号を用いて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、地方公共

団体の長が適当と認める方法によることができる。   

（安否情報の報告方法）  

第２条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成１６年政令第２７５号。

以下「令」という。）第２５条第２項（令第５２条において準用する場合を含む。）の総務省令で定める方法

は、法第９４条第１項及び第２項（法第１８３条において準用する場合を含む。）に規定する安否情報を様

式第３号により記載した書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録を含む。以下同じ。）の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法

によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。  

（安否情報の照会方法）  

第３条 法第９５条第１項（法第１８３条において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定による

安否情報の照会は、令第２６条第１項（令第５２条において準用する場合を含む。）に規定する事項を様式

第４号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に提出することにより行うものとする。ただし、

安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住し

ている場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。     

２ 法第９５条第１項（法第１８３条において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定により安否

情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び

住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）第３０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく

命令の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足り

るものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若

しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者が本

人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。  

３ 前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人であること

を確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めるこ

とができる。   

（安否情報の回答方法）  

第４条 法第９５条第１項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか

否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第５

号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただし、事態が急迫している場合その他この

方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。 

（安否情報の提供）  

第５条 総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）の長が法第９５条第１項

の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第９４条第２項の規定により報告を

受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面により提供する

こととする。  

附 則  

（施行期日）  

第１条 この省令は、平成１７年４月１日から施行する。  

（総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正） 

第２条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 

 

資料 ６ 
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（平成１５年総務省令第４８号）の一部を次のように改正する。  

別表電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）の項の次に次のように加える。  

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

施行令（平成十六年政令第二百七十五号）  

第二十五条第二項  

別表独立行政法人情報通信研究機構の業務（通信・放送開発金融関連業務を除く。）に係る財務及び会計

に関する省令（平成十六年総務省令第六十九号）の項の次に次のように加える。  

武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の

照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 

（平成十七年総務省令第四十四号）  

第二条及び第三条  

附 則 

（平成１８年３月３１日総務省令第５０号）  

第１条 この省令は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、本則に１条を加える改正規定及び附則第２

条の別表の改正規定のうち第５条に係る部分については、平成１９年４月１日から施行する。  

（総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正） 

第２条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 

（平成１５年総務省令第４８号）の一部を次のように改正する。  

別表武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な

事項を定める省令（平成十七年総務省令第四十四号）の項を次にように改める。  

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに

安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省

令（平成十七年総務省令第四十四号）  

第三条、第四条及び第五条  
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様式第 1 号（第１条関係）  

  

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 避 難 住 民 ・ 負 傷 住 民 ）  

  記入日時（    年   月   日   時   分） 

①  氏         名    

②  フ リ ガ ナ    

③  出 生 の 年 月 日         年    月   日  

④  男 女 の 別         男         女      

⑤  住  所 （ 郵 便 番 号 を 含 む 。 ）    

⑥  国  籍  日 本  その他（            ）  

⑦ そ の 他  個人を識別するための情報    

⑧ 負 傷（ 疾 病 ）の 該 当      負 傷     非該当     

⑨ 負 傷 又 は 疾 病 の 状 況    

⑩ 現 在 の 居 所    

⑪ 連 絡 先 そ の 他 必 要 情 報    

⑫ 親族・同居者からの照会があれば、①～⑪を 

回答する予定ですが、回答を希望しない場合は、 

○で囲んで下さい。  

      回答を希望しない  

⑬ 知人からの照会があれば①⑦⑧を回答する 

予定ですが、回答を希望しない場合は○を囲ん 

で下さい。  

      回答を希望しない  

⑭ ①～⑪を親族・同居者・知人以外の者からの 

照会に対して回答又は公表することについて、 

同意するかどうか○で囲んで下さい。  

      同意する       同意しない  

※ 備  考  

  

（注１）本収集は、国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであり、個人情報の保

護に十分留意しつつ、上記 ⑫ ～ ⑭ の意向に沿って同法第９５条第 1 項の規定に基づく安

否情報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）

や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の

収集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。  

（注２）親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知

人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。  

（注３）「③ 出生年月日」欄は、元号表記により記入すること。  

（注４）回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。  
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様式第２号（第１条関係）  

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 死 亡 住 民 ）  

記入日時（    年   月   日   時   分）  

① 氏     名    

② フ リ ガ ナ    

③ 出 生 の 年 月 日        年     月     日  

④ 男 女 の 別        男       女      

⑤ 住 所（郵便番号を含む。）    

⑥ 国 籍  日 本   その他（              ）  

⑦ そ の 他 個人を識別するための情報    

⑧ 死亡の日時、場所及び状況    

⑨ 遺体が安置されている場所    

⑩ 連絡先その他必要情報    

⑪ ① ～ ⑩ を親族・同居者・知人以外の者 

からの照会に対して回答することへの同意  

       同意する  

  

       同意しない  

※ 備  考  

  

  

（注１）本収集は、国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであり、親族・知人に

ついては、個人情報の保護に十分留意しつつ、原則として親族・同居者・知人からの照会が

あれば回答するとともに、上記⑪の意向に沿って同法第９５条第１項の規定に基づく安否情

報の照会に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や

避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収

集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。  

（注２）親族・同居者・知人であるかの確認は申請書面により形式的審査を行います。また、知人

とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。  

（注３）「③ 出生年月日」欄は、元号表記により記入すること。  

（注４）回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。  

⑪ の同意回答者名    連絡先   

同意回答者住所    続 柄    

（注５）⑪ の回答者は、配偶者又は直近の直系親族を原則とします。  
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様式第４号（第３条関係） 

 

  安 否 情 報 照 会 書  

     総務大臣                                                      年     月     日  

 （都道府県知事）  殿   

   （市町村長） 

               申 請 者  

                  住所（居所）                         氏 名                    

 下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第９５条 

第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。  

照会をする理由  

（○を付けて下さい。③の場合、 

理由を記入願います。）  

① 被照会者の親族又は同居者であるため。  

② 被照会者の知人（友人、職場関係者及び近隣住民）であるため。

③ その他    （                       ）  

備     考    

照 

会 

に 

係 

る 

者 

を 

特 

定 

す 

る 

た 

め 

に 

必 

要 

な 

事 

項 

氏   名   

フ リ ガ ナ    

出生の年月日   

男 女 の 別    

住       所    

国    籍  

(日本国籍を有し 

ない者に限る。）  

   日  本    その他（                      ）  

その他 

個人を識別する 

ための情報 

  

  

※申請者の確認    

※備    考    

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の 

所在地を記入すること。  

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。  

４ ※ 印の欄には記入しないこと。   
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様式第５号（第４条関係） 

 
 安 否 情 報 回 答 書  

                                                             年      月       日    

                      殿  

  

                               総務大臣  

                                                           （都道府県知事）  

                                                               （市町村長）  

  

          年    月    日付けで照会があった安否情報について、下記のとおり回答します。 

避難住民に該当するか否かの別    

武力攻撃災害により死亡し又は負傷した

住民に該当するか否かの別  
  

被 

 

照 

 

会 

 

者 

 

氏          名    

フ  リ  ガ  ナ    

出 生 の 年 月 日    

男  女  の  別    

住          所    

国 籍 (日本国籍を有しない者 

に限る。）  
  日  本    その他（                 ） 

その他 

個人を識別するため の情報  
  

現 在 の 居 所    

負傷又は疾病の状況    

連絡先その他必要情報    

備  考 １　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

２　「避難住民に該当するか否かの」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻

撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負傷」

又は「非該当」と記入すること。  

３　「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。  

４　武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」 

と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「遺体 

が安置されている場所」を記入すること。  

５　安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。 
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○大村市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱 

 

平成２６年９月３０日策定 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１ 

１２号。以下「国民保護法」という。）及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイ 

ドライン」（平成１７年８月２日閣副安危第３２１号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣 

参事官（事態法制企画担当）通知）に基づき、大村市の武力攻撃事態等における特殊標章等（国民保護法 

第１５８条第１項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ）の交付又は使用の許可（以下「交付等」 

という。）に関する基準、手続等必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義及び様式） 

第２条 この要綱において「特殊標章」とは、別紙に定めるところにより、腕章、帽章、旗及び車両章とす 

る。 

２ この要綱において「身分証明書」の様式は、別図のとおりとする。 

（交付等の対象者） 

第３条 市長は、武力攻撃事態等において国民保護法第１６条の規定に基づき、市長が実施する国民の保護 

のための措置（以下「国民保護措置」という。）に係る職務等を行う者として、次に定める区分の者に対し、 

特殊標章等の交付等を行うものとする。 

(１) 市の職員で国民保護措置に係る職務を行うもの 

(２)  消防団長及び消防団員 

(３)  市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

(４)  市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

（交付等の手続） 

第４条 市長は、前条第１号及び 2号に掲げる者を、特殊標章等の交付をした者に関する台帳（別記様式２） 

に登録するとともに、当該対象者に対し、特殊標章等を作成して交付する。 

２ 市長は、前条第３号及び第４号に掲げる者を、原則として当該対象者からの特殊標章等に係る交付申請 

書（別記様式１）による申請に基づき、その内容を適正と認めるときは、特殊標章等の交付をした者に関 

する台帳（別記様式２）に登録するとともに、当該対象者に対し特殊標章等を作成して交付する。 

第２章 特殊標章の交付等 

（腕章及び帽章の交付等） 

第５条 市長は、第３条第１号に掲げる者のうち、武力攻撃事態等において行うこととされる国民保護措置 

に係る職務の内容等を勘案し、市長が必要と認めるものに対し、平時において、第２条第１項に規定する 

腕章及び帽章（以下「腕章等」という。）を交付するものとする。 

２ 市長は、第３条第１号に掲げる者（前項に掲げる者を除く。）並びに第３条第２号及び第３号に掲げる者 

に対し、武力攻撃事態等において、腕章等を交付するものとする。 

 

資料 ７ 
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（旗及び車両章の交付等） 

第６条 市長は、前条の規定に基づき、腕章等を交付等する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係 

る職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等（以下「場所等」という。） 

を識別させるため、場所等ごとに第２条第１項に規定する旗又は車両章（以下「旗等」という。）をあわせ 

て交付等するものとする。 

（訓練における使用） 

第７条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第３条第１号から第３号 

までに掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定に基づき、腕章等を貸与する場合、必要に応じ、場所等ごとに旗等をあわせて貸与 

することができるものとする。 

（特殊標章の特例交付） 

第８条 市長は、人命救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついとまがないと認めるとき 

は、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付することができるものとする。 

２ 前項の場合において、市長は必要と認めるときに、特殊標章を交付した者に対して返納を求めるものと 

する。 

（特殊標章の再交付） 

第９条 市長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損 

若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書（別記様式３）により速やかに市長に申請し、特殊標 

章の再交付を受けるものとする。 

２ 前項の規定により、再交付を受ける場合（紛失した場合を除く。）は、汚損又は破損した特殊標章を返納 

しなければならない。 

第３章 身分証明書の交付等 

（身分証明書の交付等） 

第 10 条 市長は、第５条第１項の規定により、腕章等を交付した者に対し、第２条第２項に規定する身分証 

明書（以下「身分証明書」という。）を交付するものとする。 

２ 市長は、第５条第２項の規定により、腕章等を交付等した者に対し、身分証明書を交付等するものとす 

る。 

（身分証明書の携帯） 

第 11 条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携 

帯するものとする。 

（身分証明書の再交付） 

第 12 条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若 

しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書（別記様式４）により速やかに市長に申請し、身分証 

明書の再交付を受けるものとする。身分証明書の記載事項に異動があった場合も、同様とする。 

２ 前項の規定により、再交付を受ける場合（紛失した場合を除く。）は、交付を受けた身分証明書を返納し 

なければならない。 
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（有効期間及び更新） 

第 13 条 第１０条第１項の規定により市長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者がその身分を 

失ったときまでとする。 

２ 第１０条第２項の規定により市長が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は武力攻撃 

事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み市長が必要と認める期間とする。 

３ 身分証明書の更新手続は、第４条の規定に準じて行うものとする。 

第４章 保管及び返納 

（保管） 

第 14 条 市長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。 

２ 特殊標章等の交付等を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練 

又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。 

（返納） 

第 15 条 市長から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由があったときは、特殊標 

章等を返納しなければならない。 

第５章 濫用の禁止等 

（濫用の禁止） 

第 16 条 特殊標章等の交付等を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 

２ 特殊標章等の交付等を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練 

又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。 

３ 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職 

務、業務又は協力のために使用されていなければならない。 

（周知） 

第 17 条 市長は、特殊標章等を交付等する者に対し、当該交付等する際その他必要な機会を捉え、特殊標章 

等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。 

第６章 雑則 

（雑則） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、「赤十字標章等及び特殊標章等に 

係る事務の運用に関するガイドライン」に定めるところによる。 

第 19 条 大村市における特殊標章等の交付等及び管理に関する事務は、総務課が行うものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 
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別紙（第２条関係） 

               特   殊   標   章 

区 分 表      示 制  式 

位  置 形  状 

腕 章 左腕に表示  ①オレンジ色地に青色の正三角

形とする。 

②三角形の一の角が垂直に上を

向いている。 

③三角形のいずれの角もオレン

ジ色地の縁に接していない。 

 

※一連の登録番号を表面右下す

みに付する。 

（例：大村市 １） 

帽 章 帽子（ヘルメットを含む。）

の全部中央に表示 
旗 施設の平面に展張又は掲揚

又は表示、船舶に掲揚又は

表示 
車両章 車両の両側面及び後面に表

示 
航空機の両側面に表示 

 
別図（第２条関係）           身 分 証 明 書 

表面                       裏面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 

 

 

 

         

             大 村 市 長 

 

                       身分証明書 

IDENTITY CARD 

国民保護措置に係る職務等を行う者用 

for civil defence personnel 

氏名／Name 

 

生年月日／Ｄａｔｅ ｏｆ ｂｉｒｔｈ 

 

この証明書の所持者は、次の資格において、１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条

約及び１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保

護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）によって保護される。 

The holder of this card is protected by the Geneva Ｃonventions of 12 August

1949 and by the Protocol Additional to the Geneva Ｃonventions of 12 August

1949,and relating to the Protection of the Victims of International Armed 

Conflicts(Protocol Ⅰ) in his capacity as 

 

 

交付等の年月日／Date 0f issue             証明書番号／No.of card 

許可権者の署名／Signature of issuing authority 

 

有効期間の満了日/Date of expiry 

身長／Height 眼の色／Eyes 頭髪の色／Hair 

     印章／Stamp 

 

所持者の署名／ Signature of holder

 

その他の特徴又は情報／Other distinguishing marks or information 

 
血液型／Blood type 

 

（日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル，縦１０５ミリメートル）） 

所持者の写真 

／PHOTO OF HOLDER 
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別記様式１（第４条関係） 

 
特殊標章等に係る交付申請書 

 
平成   年   月   日 

大 村 市 長  殿 
 私は、国民保護法第１５８条の規定に基づき、特殊標章等の交付を以下のとおり申請します。 
氏名：（ 漢 字 ） 

 

   （ローマ字） 

生年月日（西暦） 

 

年   月   日 

申請者の連絡先 

 住  所：〒 

 

 

 

 電話番号： 

 

 E- mail ：  

識別のための情報 

 身  長：         cm         目の色： 

 

 頭髪の色：                     血液型：            （Ｒｈ因子        ）

 

標章を使用する衣服、場所、車両、船舶、航空機等の概要及び使用する標章の数等 

 

 

 

 

（許可権者使用欄） 

 資   格： 

 

 証明書番号：                  交付等の年月日： 

 

                        有効期限の満了日： 

 

 返 納 日： 

 

 
  写 真 
 
縦４×横３cm 
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別記様式３（第９条関係） 

 

 特殊標章再交付申請書 

 年   月   日

大 村 市 長  殿 

 

申  請  者 

住  所                              (電話：             ) 

氏 名                印 

 

１ 紛失（破損等）した特殊標章の種別及び登録番号 

 

２ 紛失（破損等）年月日 

 

３ 紛失の状況（破損等の理由） 

 

４ その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  受  付  欄 ※ 経      過      欄 

 

 

 

 

 

 

 
備 考  １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ ※印の欄は、記入しないこと。 
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別記様式４（第１２条関係） 

 

 身分証明書再交付申請書 

年   月   日

大 村 市 長  殿 

 

申  請  者 

住  所                                (電話：             )

氏 名                印 

 

１ 旧身分証明書番号 

 

２ 理 由 

 

３ その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  受  付  欄 ※ 経      過      欄 

 

 

 

 

 

 

備 考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 理由には、紛失、汚損破損及び記載事項の変更等を記入する。 

３ 紛失の場合は、紛失の日時、場所及び紛失の状況を追記する。 

４ 記載事項の変更の場合は、旧記載事項を追記する。 

５ ※印の欄は、記入しないこと。 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・平成 18 年 3 月 長崎県国民保護計画作成等を受け 

       平成 19 年 3 月 大村市国民保護計画を策定 

      ・平成 19 年 2 月、20 年 1 月の県計画の 

法第 34 条第 8項ただし書の政令で定める軽微な変更を受け 

平成 21 年 3 月（法第 35 条第 8 項ただし書の政令で定める軽微な変更） 

・平成 21 年 3 月、平成 22 年 2 月の県計画の軽微な変更を受け、 

平成 23 年 3 月（法第 35 条第 8 項ただし書の政令で定める軽微な変更） 

・平成 26 年 2 月及び 8月の県計画の変更を受け、 

平成 27 年 6 月（法第 35 条第 8 項に定める変更） 

・平成 29 年 12 月の国の指導及び 30 年 3 月の県計画の変更等を受け、 

平成 30 年 4 月（法第 35 条第 8 項に定める変更） 

 
 
 
 

大村市国民保護計画 

編集・発行 大村市安全対策課 

                            大村市危機管理課 

            電 話 ０９５７－５３－４１１１ 

          （安対内線：２１７）（危管内線：２２８） 

ＦＡＸ ０９５７－５２－３８８３（共有） 

       E-mail 安全対策課：anzen@city.omura.lg.jp 

危機管理課：kikikanri@city.omura.lg.jp 
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